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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両に搭載されたディスプレイに、前記車両の現在位置を、その周辺の地図情報に重ねて
表示する車両用ナビゲーション装置において、
交通情報提供システムからの交通情報を受信する交通情報受信手段と、
前記ディスプレイに前記交通情報を、前記車両が走行中の道路の種類とシステムの現在の
機能モードとに応じた所定の表示時間だけ、割り込み表示する交通情報表示手段と
を備えたことを特徴とする車両用ナビゲーション装置。
【請求項２】
交通情報表示手段における所定の表示時間の長さを、ユーザーに予め初期設定させる初期
設定手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項３】
交通情報表示手段は、車両が走行中の道路の種類が、高速道路、かつ都市間高速道路であ
り、かつシステムの現在の機能モードが経路誘導モードではない場合に、ディスプレイに
交通情報を第１の所定の時間だけ、割り込み表示する手段と、前記の場合に該当しない場
合には、前記ディスプレイに前記交通情報を前記第１の所定の時間よりも短い第２の所定
の時間だけ、割り込み表示する手段とを備えていることを特徴とする請求項１または請求
項２記載の車両用ナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、車両が搭載しているディスプレイにＧＰＳ情報（位置情報）や地図情報を表示
すると共に、ビーコン（電波、光）が発信する交通情報を受信して前記と同じディスプレ
イに表示する車両用ナビゲーション装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両用ナビゲーション装置では、人工衛星から受信したＧＰＳ(Global Positionin
g System)情報（車両の位置情報）を、該車両の現在位置周辺の地図情報にマッピング（
重ね合わせ）して、これらを車両に搭載された専用のディスプレイに表示すると共に、Ｖ
ＩＣＳ（走行中の車両に対して外部から交通情報を提供するシステム）により得られる交
通情報、具体的には、ＦＭ放送局（電波）やビーコン（電波、光）から発信された交通情
報（テキスト情報及び画像情報）を受信して、上記と同じディスプレイに表示している。
【０００３】
ＦＭ放送局は、比較的広域の交通情報を電波（ＦＭ波等）で送信しており、また、ビーコ
ンは、交差点付近や、高速道路のインターチェンジの手前等の比較的狭い地域に関する交
通情報を電波や光で発信している。
【０００４】
ここで、上記ＦＭ放送やビーコンによる交通情報が車両用ナビゲーション装置において受
信される時間帯は、上記ＧＰＳ情報を受信して地図情報にマッピングして上記ディスプレ
イに表示している時間帯に含まれており、そのため、車両用ナビゲーション装置のＥＣＵ
（電子制御ユニット）は、上記ＦＭ放送やビーコンから特定の交通情報を受信した際には
、該交通情報を割り込み制御によって上記と同じディスプレイに割り込み表示している。
【０００５】
従って、この時、上記受信した交通情報の内容によっては、車両用ナビゲーション装置の
本来的な情報（即ち、上記ＧＰＳ情報をマッピングし終えた地図情報や、ルート案内情報
等）の上記ディスプレイでの表示が、上記と同じディスプレイになされる該交通情報の表
示によって邪魔されてしまうことになる。
【０００６】
そこで、従来の車両用ナビゲーション装置の技術は、このＦＭ放送局やビーコンからの交
通情報をディスプレイに表示する表示方法に関して、様々な工夫を行っている。
【０００７】
例えば、ＦＭ放送局やビーコンからの交通情報を受信するか、または受信しないかの選択
を、ユーザーが事前に決定して指定入力できるようにする手段も、上記工夫の１つである
。
【０００８】
なお、特開平１０－４７９７９号公報の「車両用ナビゲーション装置および車両用ナビゲ
ーション装置の表示制御方法」では、交差点拡大図の表示を交通情報の表示に優先させる
と共に、交差点拡大図の表示中において受信される交通情報は、記憶装置に一旦記録して
おいて、該交差点拡大図の表示が終了した時点で表示する技術を開示している。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来の車両用ナビゲーション装置のうち、ＶＩＣＳにより取得される交通
情報（即ち、ＦＭ放送局やビーコンからの交通情報）を受信するか、または受信しないか
の選択をユーザーに事前に決めさせて指示入力させる手段を備えたものでは、該手段によ
り、ユーザーが、予め、ＦＭ放送やビーコンによる交通情報を受信しないように指示入力
していた場合は、以後、ＦＭ放送やビーコンによる交通情報を受信できるように指示入力
し直すタイミングは、ユーザーの判断に依存しているので、場合によっては、ＦＭ放送局
やビーコンからの重要な交通情報を受信する機会を失してまうことがあるといった問題点
があった。
【００１０】
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また、上記選択手段により、ユーザーが、予め、ＦＭ放送局やビーコンからの交通情報を
受信できるように指示入力させる手段を備えたものでは、以後、車両用ナビゲーション装
置は、道路の種類に関わらずにＦＭ放送局やビーコンからの交通情報を受信し、かつ上記
と同じディスプレイに表示してしまうので、該交通情報の表示が終了するまで、ユーザー
は、該交通情報の表示に邪魔されて（該交通情報の表示が終了するまで）運転のために必
要な位置情報や地図情報を参照（目視）することができないといった問題点があった。
【００１１】
なお、特開平１０－４７９７９号公報に開示されている「車両用ナビゲーション装置およ
び車両用ナビゲーション装置の表示制御方法」では、交通情報の表示を抑制するために判
断する判断要素（道路状況）としては、交差点拡大図の表示期間だけを判断内容としてい
るので、きめの細かい制御が実現されていない。
【００１２】
また、ＦＭ放送やビーコンによる交通情報を一旦記録しておくための記憶装置を必要とし
ているので、製造コストを増大させることになる。
【００１３】
さらに、狭い地域の交通情報を発信しているビーコンからの交通情報を受信した場合は、
該記憶装置に一旦記録された該交通情報を交差点拡大図の表示が終了した後で表示してい
るので、該表示時の車両位置は、一般に（車両の進行によって）当該交通情報が発信され
た時点の車両位置からはズレていることとなり、有用な情報がタイムリーに取得できない
場合がある。（特開平１０－４７９９９号公報では、ビーコンから交通情報を受信した道
路から右左折後は情報を表示しないようにしている。）
【００１４】
この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、ＶＩＣＳによる交
通情報をリアルタイムで割り込み表示する際の表示時間の長さを、走行地点の道路の種類
や、現在のシステムの機能モードに適合させて自動的に選択することができる車両用ナビ
ゲーション装置を得ることを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、交通情報提供システムからの交通情報を受
信する交通情報受信手段と、交通情報を、車両が走行中の道路の種類とシステムの現在の
機能モードとに応じた所定の表示時間だけ、車両に搭載されたディスプレイに割り込み表
示する交通情報表示手段とを備えたものである。
【００１６】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、交通情報を表示する際の表示時間の長さを
、ユーザーに予め初期設定させる初期設定手段を備えたものである。
【００１７】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、交通情報を表示するに際して、車両が走行
中の道路の種類が、高速道路、かつ都市間高速道路であり、かつシステムの現在の機能モ
ードが経路誘導モードではない場合には受信した交通情報を、第１の所定の時間だけ割り
込み表示する手段と、前記の場合に該当しない場合には、第１の所定の時間よりも短い第
２の所定の時間だけ割り込み表示する手段とを備えたものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を説明する。
実施の形態１．
図１は、この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の構成を示すブロック
図である。
図１において、１１は、ビーコンから発信される交通情報をビーコンアンテナ（交通情報
受信手段）１１１を介して受信するためのビーコンレシーバ（交通情報受信手段）、１２
は、車両（移動体）の位置情報をＧＰＳにより受信するためのＧＰＳレシーバ、１３は、
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車両の各種物理的状態を検出するセンサ情報部、１４は、システム（車両用ナビゲーショ
ン装置）全体を制御するためのナビＥＣＵ（初期設定手段）、１５は、地図情報等のデー
タベースを記録しているＣＤ－ＲＯＭ、１６は、ナビＥＣＵ１４に出力する操作の情報や
、音声の出力を制御するオーディオユニット、１７は、ナビＥＣＵ１４から出力される画
像データをオーディオユニット１６を経由し画像として表示するためのディスプレイ（交
通情報表示手段）、１８は、ＦＭ放送局から発信される交通情報をＦＭアンテナ（交通情
報受信手段）１８１を介して受信するためのＦＭ多重レシーバ（交通情報受信手段）、１
９は、オーディオユニット１６から出力される音声信号を音声に変換するスピーカである
。
【００１９】
次に動作について説明する。
ＧＰＳレシーバ１２は、人工衛星からのＧＰＳ情報（車両の位置情報等）を受信し、ナビ
ＥＣＵ１４に送出する。センサ情報部１３は、車両の車速情報、回転角度情報等を取得し
、ナビＥＣＵ１４に送出する。
【００２０】
ナビＥＣＵ１４は、通常、上記送出されたＧＰＳ情報、車両の車速情報、回転角度情報か
ら、車両の現在位置を計算すると共に、ＣＤ－ＲＯＭ１５に記録されているデータベース
から上記車両の現在位置周辺の地図情報を読み出し、ここで、現在の機能モードが経路誘
導モード（案内中）である場合には、さらにルート案内情報を読み出し、上記計算した車
両の現在位置を上記読み出した地図情報にマッピング（重ね合わせ）した上で、これらの
情報をディスプレイ１７に送出する。
【００２１】
オーディオユニット１６は、上記送出された情報について、ナビＥＣＵ１４に表示すべき
情報に対しては画像表示形式のデータに変換してディスプレイ１７に送出し、オーディオ
ユニット１６は、スピーカ１９から音声として出力すべき情報に対しては音声信号に変換
してスピーカ１９に送出する。ディスプレイ１７は、上記送出された画像表示形式のデー
タを表示画面に表示する。スピーカ１９は、上記送出された音声信号を音声に変換する。
【００２２】
ビーコンレシーバ１１は、道路上のポイントに設置されたＶＩＣＳのビーコンが発信して
いる交通情報（レベル１はテキスト情報、レベル２は画像情報）をビーコンアンテナ１１
１を介して受信し、ナビＥＣＵ１４に送出する。
【００２３】
ＦＭ多重レシーバ１８は、ＦＭ放送局が発信している交通情報（レベル１はテキスト情報
、レベル２は画像情報）をＦＭアンテナ１８１を介して受信し、ナビＥＣＵ１４に送出す
る（初期設定手段、割り込み表示手段）。
【００２４】
ナビＥＣＵ１４は、上記ビーコンレシーバ１１からの特定の交通情報、または上記ＦＭ多
重レシーバ１８からの特定の交通情報のいずれかが送出されると、所定の割り込み時間が
経過するまで、割り込み制御により、該交通情報の画像表示形式のデータをディスプレイ
１７に送出する（割り込み表示手段）。また、ナビＥＣＵ１４は、所定の割り込み時間が
経過すると、元のＧＰＳレシーバ１２及びＣＤ－ＲＯＭ１５を情報源とする情報（車両位
置がマッピングされた地図情報や、ルート案内情報）をナビＥＣＵ１４に送出する。
【００２５】
ここで、上記所定の割り込み時間は、ユーザーが、例えばメニュー画面以下の設定画面を
使用することにより、予め、道路の種別や機能モード等に適合させて複数通り（この実施
の形態では５秒（第２の所定の時間）と１０秒（第１の所定の時間）の２通り）を初期設
定しておくことができる（初期設定手段）。
【００２６】
ナビＥＣＵ１４は、上記の割り込みを実行するに際して、車両が走行中の道路の種類や、
システムの現在の機能モード（ここでは、経路誘導モード（案内中）であるか否か）等の
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状況別に、上記複数通り設定されている所定の割り込み時間のうちから、後述する所定の
選択論理により、いずれか１つを選択する。
【００２７】
なお、上記車両が走行中の道路の種類については、該車両の現在位置をマッピングし終え
た上記地図情報から読み取ることができる。また、上記の割り込み時間を選択するに際し
て、ナビＥＣＵ１４が判断する道路の種類は、この実施の形態１では、都市間高速道路（
都市と都市とを結ぶ高速道路）か否か、都市内高速道路か否かとしているが、この発明で
は、一般に、他の道路の種類をもナビＥＣＵ１４の判断に取り入れることができる。
【００２８】
以下、ナビＥＣＵ１４が上記所定の割り込み時間を選択するに際しての所定の選択論理に
ついて説明する。
ナビＥＣＵ１４は、車両が走行中の道路の種類が、高速道路、かつ都市間高速道路であり
、かつシステムの現在の機能モードが経路誘導モードではない場合に、上記所定の割り込
み時間として上記予め設定されている１０（秒）の方を選択する。また、上記の場合に該
当しない場合には、上記所定の割り込み時間として上記予め設定されている５（秒）の方
を選択する。
【００２９】
次に、ディスプレイ１７の表示画面について説明する。
図２は、この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置が表示する地図情報等
の表示画面の一例を示す表示画面図である。
図２に示す表示画面では、システムの現在の機能モードが経路誘導モード（案内中）であ
る場合のディスプレイ１７での表示画面が示されている。該経路誘導モードでは、表示さ
れた地図上に目的地等のポイントを指定することで、現在位置から該ポイントまでの経路
を誘導する情報が、ディスプレイ１７に表示される。
【００３０】
また、車両がこの誘導された経路上を走行している時には、例えば該車両が交差点等の所
定の特徴点にさしかかった時などには、該特徴点の拡大図を表示することができる。さら
に、スピーカ１９からの音声により誘導することもできる。
【００３１】
この例では、通常のナビ情報に加えて、ＮＨＫのラジオ音声を受信していることを示す表
示がされている。また、ＦＭ放送のＶＩＣＳは、これとは別の放送局でも音声と独立して
受信することが出来るが、ＶＩＣＳによる交通情報は、未だ受信していない状態での画面
表示を示している。
【００３２】
図３は、この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の割り込み制御により
表示される交通情報（レベル２の画像情報）の表示画面の一例を示す表示画面図である。
図３に示す表示画面は、図２に示す表示画面を表示中に、ナビＥＣＵ１４による割り込み
制御がなされ、割り込み表示された表示画面を示すものであり、この時、図３に示す表示
画面は、図２に示す表示画面上に重ねて表示されるので、図３に示す表示画面では、図２
に示す表示画面を全面的に消去してしまっている。
【００３３】
しかし、図３に示す表示画面は、上記所定の割り込み時間だけ表示された直後に、全面的
に消去されてしまうので、該消去後は、再び図２に示す表示画面が表示されるので、ユー
ザーは再び図２に示す表示画面を参照（目視）することができる。
【００３４】
図４は、この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の、ナビＥＣＵにおけ
る割り込み制御動作を示すフローチャートである。
以下、図１～３を参照しつつ、図４に示すフローチャートを使用して、この発明の実施の
形態に係る車両用ナビゲーション装置の、ナビＥＣＵにおける割り込み制御動作を説明す
る。
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【００３５】
まず、ステップＳＴ１では、交通情報を受信したか否か、即ち、今現在、ビーコンレシー
バ１１またはＦＭ多重レシーバ１８から交通情報が送出されているか否かを検証し、交通
情報が送出されていなければ上記の検証を交通情報が送出されてくるまで継続しながら待
機する。また、交通情報が送出されていればステップＳＴ２に進む。
【００３６】
ステップＳＴ２では、車両が高速道路上を走行中か否かを検証し、車両が高速道路上を走
行中でなければ（即ち、一般道路を走行中であれば）ステップＳＴ６に移る。また、車両
が高速道路上を走行中であればステップＳＴ３に進む。
【００３７】
ステップＳＴ３では、車両が都市間高速道路上を走行中か否かを検証し、車両が都市間高
速道路上を走行中でなければステップＳＴ６に移る。また、車両が都市間高速道路上を走
行中であればステップＳＴ４に進む。
【００３８】
ステップＳＴ４では、現在が非誘導状態（即ち、機能モードが経路誘導モードになってい
ない状態）ではないか否かを検証し、現在が非誘導状態ではない（即ち、システムの機能
モードが経路誘導モードとなっている場合）ならばステップＳＴ６に移る。また、現在が
非誘導状態ならばステップＳＴ５に移る。
【００３９】
ステップＳＴ５では、受信した交通情報を割り込み表示する際の所定の割り込み時間とし
て１０（秒）の方を選択し、リターンする。ステップＳＴ６では、受信した交通情報を割
り込み表示する際の所定の割り込み時間として５（秒）の方を選択し、リターンする。
【００４０】
なお、図４のフローチャートで示した処理を実行するプログラムなど、ナビＥＣＵ１４に
上記の制御を行わせるためのプログラムは、半導体メモリを始め、ＣＤ－ＲＯＭや磁気テ
ープなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配付してもよい。そして、少
なくともマイクロコンピュータ，パーソナルコンピュータ，汎用コンピュータを範疇に含
むコンピュータが、上記の記録媒体から上記プログラムを読み出して、実行するものとし
てもよい。
【００４１】
以上のように、この実施の形態１によれば、ＶＩＣＳによる交通情報をリアルタイムで割
り込み表示する際の表示時間の長さを、ユーザーによって予め設定された複数の表示時間
から、ナビＥＣＵ１４が走行地点の道路の種類や機能モードに応じて自動的に選択するこ
とができる効果が得られる。
【００４２】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、ＶＩＣＳ等による交通情報をリアルタイムで割り込み
表示する際の表示時間の長さを、走行地点の道路の種類や機能モードに応じて自動的に選
択するように構成したので、ユーザーは、ビーコンやＦＭ放送局からの交通情報をリアル
タイムで参照することが可能となり、しかも運転に必要な地図情報や位置情報も確実に参
照することができる効果がある。
【００４３】
この発明によれば、選択される表示時間の長さを、ユーザーに初期設定させるように構成
したので、ＶＩＣＳ等による交通情報や、運転に必要な地図情報や位置情報を、目的地ま
での道路事情に適合させて表示させることができる効果がある。
【００４４】
この発明によれば、選択基準として、車両が走行中の道路の種類が、高速道路、かつ都市
間高速道路であり、かつシステムの現在の機能モードが経路誘導モードではない場合と、
前記の場合に該当しない場合とに分けたので、ＶＩＣＳ等による交通情報や、運転に必要
な地図情報や位置情報を、目的地までの道路事情と現在のシステムの状態とに適合させて
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表示させることができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】　この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置が表示する地図情報
等の表示画面の一例を示す表示画面図である。
【図３】　この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の割り込み制御によ
り表示される交通情報の表示画面の一例を示す表示画面図である。
【図４】　この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の、ナビＥＣＵにお
ける割り込み制御動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１１　ビーコンレシーバ（交通情報受信手段）、１２　ＧＰＳレシーバ、１３センサ情報
部、１４　ナビＥＣＵ（初期設定手段）、１５　ＣＤ－ＲＯＭ、１６　オーディオユニッ
ト、１７　ディスプレイ（交通情報表示手段）、１８　ＦＭ多重レシーバ（交通情報受信
手段）、１９　スピーカ、１１１　ビーコンアンテナ（交通情報受信手段）、１８１　Ｆ
Ｍアンテナ（交通情報受信手段）。

【図１】 【図２】
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